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平成１６年６月２２日

都道府県医師会

　　担当理事　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　日 本 医 師 会

　　　　　　　　　　　　　　       　　　     　　常任理事　土　屋　　隆

　

　

シンフィツム（いわゆるコンフリー）及びこれを含む食品の取扱いについて

　

　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　さて、別添のとおり、厚生労働省医薬食品局食品安全部長より、各都道府県等衛生

主管部（局）長宛に「シンフィツム（いわゆるコンフリー）及びこれを含む食品の取

扱いについて」の通知がなされましたので、参考までにお送り申し上げます。

　本件は、シンフィツム（いわゆるコンフリー）が原因と考えられるヒトの肝静脈閉

塞性疾患等の健康被害例が海外において多数報告されていること等、食品安全委員会

からの食品健康影響評価の結果の通知を受けて、コンフリー及びこれを含む食品につ

いて、食品衛生法第６条第２号に該当するものとして販売等が禁止されることとなっ

たものであります。

　つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、周知方よろし

くご高配のほどお願い申し上げます。
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シンフィツム（いわゆるコンフリー）及びこれを含む食品の取扱いについて 
 
 
 
シンフィツム（いわゆるコンフリー、以下「コンフリー」という。）及びこれを含む食品

に関しては、平成１６年３月２４日付けで厚生労働大臣から食品健康影響評価について食

品安全委員会委員長に対し意見を求めていたところ、今般、緊急を要するとの食品安全委

員会での議論から、国民からの意見募集に先立ち、別添のとおり食品健康影響評価の通知

があったところである。これを受けて、コンフリー及びこれを含む食品については、食品

衛生法第６条第２号に該当するものとして販売等を禁止することとしたので、御了知願い

たい。 
なお、コンフリー及びこれを含む食品に対する、食品衛生法第５４条の適用にあたって

は、営業者が自主的に廃棄、回収等の措置を適切に講じている場合には、これを考慮いた

だくようお願いする。 
また、食品安全委員会では、別添通知の別添審議結果に対して広く国民からの意見・情

報を募っているので、申し添える。 
なお、コンフリー等の取扱いについては、平成１６年６月１４日付け食安基発第０６１

４００１号、食安監発第０６１４００１号「シンフィツム（いわゆるコンフリー）及びこ

れを含む食品の取扱いについて」にて通知したところであるが、改めて営業者に十分な周

知を図られたい。 
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シンフィツム（いわゆるコンフリー）及びこれを含む食品の取扱いについて 

 

 シンフィツム（いわゆるコンフリー、以下「コンフリー」という。）及びこれを含む食品

の取扱いについては、厚生労働大臣から食品安全委員会委員長に対し、食品健康影響評価

を依頼しているところであるが、本日の食品安全委員会かび毒・自然毒等専門調査会にお

いて、「コンフリー（Symphytum spp.）が原因と思われるヒトの肝静脈閉塞性疾患等の健康

被害例が海外において多数報告されていること、また、日本においてコンフリーを使用し

た健康食品等がインターネットを使って販売されていることなどの情報から、日本におい

てコンフリーを摂食することによって健康被害が生じるおそれがあると考えられる」旨の

意見の一致を見たところである。調査会の議論によれば、コンフリーの摂取によるヒトの

健康被害として、肝静脈閉塞性疾患（肝静脈の非血栓性閉塞による肝硬変又は肝不全）等

が指摘されているところである。 

 また、この調査会では、「広く国民一般に対し、コンフリーを摂食することのリスクにつ

いて注意喚起するなど適切なリスク管理措置を講じるべきであると考える」ことが指摘さ

れているところである。 

 ついては、貴職にあっては、コンフリー及びこれを含む食品を製造、販売等をしている

営業者に対しては、当該食品の製造、販売等の自粛及び自主的な回収措置等を内容とする

指導の徹底方よろしくお願いする。また、製品化されたもののみならず、コンフリーを栽

培し、又は自生しているコンフリーを採取等する者があることが指摘されていることから、

国民に対しコンフリー及びこれを含む食品の摂取を控えるよう幅広く情報提供いただける

ようよろしくお願いする。 

 なお、食品安全委員会の食品健康影響評価の結果が正式に示された後に、貴職が監視指

導を行うに当たり必要な食品衛生法上の措置を改めて通知する旨、申し添える。 




